
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

測

量

及

び

建

設

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト

業

務

監

理

課

委

託

契

約

入

札

参

加

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

建

設

工

事

請

負

契

約

入

札

参

加

資

格

審

〃

査

要

領

の

一

部

改

正

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

契

約

に

係

る

一

般

競

用

度

課

争

入

札

（

条

件

付

）

参

加

資

格

者

の

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

○

平

成

三

十

年

七

月

豪

雨

に

伴

う

物

品

の

売

買

、

〃

（

）

修

理

等

の

契

約

に

係

る

一

般

競

争

入

札

条

件

付

参

加

資

格

及

び

岡

山

県

役

務

の

提

供

の

契

約

に

係

る

入

札

参

加

資

格

の

有

効

期

間

の

延

長

に

関

す

る

審

査

の

実

施

岡

山

県

公

報

平成３０年７月３１日 号 外



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
号

岡
山
県
測
量
及
び
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
委
託
契
約
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
昭
和
五
十
六

年
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
伴
う
申
請
の
特
例
）

２

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
の
う
ち
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か

ら
平
成
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
を
有
効
期
間
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
年
の
八
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の

、

年
の
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年７月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

（

）

岡
山
県
建
設
工
事
請
負
契
約
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領

平
成
九
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
伴
う
申
請
の
特
例
）

３

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
の
う
ち
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か

ら
平
成
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
を
有
効
期
間
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
年
の
八
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の

、

年
の
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領

（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
伴
う
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
の
特
例
）

５

知
事
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
を
有
効
期
間
の
末
日
と
す
る
入
札

参
加
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

、

、

に
よ
り
当
該
有
効
期
間
の
延
長
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
を
同
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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三
七
八

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
伴
う
物
品
の
売
買

修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

条

〔

〕

、

（

件
付
）
参
加
資
格
及
び
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関

す
る
特
例
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

対
象
者

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
を
有
効
期
間
の
末
日
と
す
る
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係

る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
又
は
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資

格
を
有
す
る
者

２

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た
者

二

延
長
後
の
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日

三

特
例
措
置
に
係
る
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類

特
例
措
置
申
請
書

(1)

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
係
る
罹
災
証
明
書
（
事
業
者
用
）
の
写
し

り

(2)
２

提
出
期
間

平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

）

（

「

」

成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日

四
１
に
お
い
て

県
の
休
日

と
い
う

）
を
除
く

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
４

に
お
い
て

。

。

(2)

「
郵
送
等
」
と
い
う

）
に
よ
り
申
請
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

。

必
着
と
す
る
。

３

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
二
階
）

４

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

２
の
提
出
期
間
中
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
間
に
３
の
提
出
場
所

に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)
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３
の
提
出
場
所
に
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

四

特
例
措
置
申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
二
階
）

３

交
付
方
法

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
間
に
交
付
す
る
。

ま
た
、
岡
山
県
出
納
局
用
度
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

/
7
4
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

五

特
例
措
置
に
係
る
審
査
の
結
果
の
通
知

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
二
階
）

直
通
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
五
三
八

－
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